
日機輸部貿第３９４ 号 

平成１９年３月９日 

関 係 各 位 
     

安 全 保 障 輸 出 管 理 に 関 す る 説 明 会 の 開 催 案 内 
― 積替規制及び仲介規制の導入について ― 

 
日本機械輸出組合       専務理事 森本 修 

財団法人安全保障貿易情報センター 専務理事 田中 信介 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
  日頃より当組合及び安全保障貿易情報センターの活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、昨年１２月の外国為替令及び輸出貿易管理令の一部改正により、積替規制及び仲介規制が本年６月１

日より実施されることになりました。 
この制度は、大量破壊兵器関連物資等の拡散防止に関する国連安保理決議１５４０の国内措置を図るため新た

に導入されたもので、輸出関連企業及び外国貨物輸送業界の皆様には関心の深い制度と考えられます。 
この度、これらの改正内容等について十分ご理解を深めていただくため、経済産業省貿易経済協力局の担当

官による説明会を下記のとおり開催することといたしましたので、ご案内申し上げます。             

    敬具 
＜申込要領＞ 
開催地 東 京 大 阪 名古屋 
開催日 平成１９年４月９日（月） 平成１９年４月１２日（木） 平成１９年４月１３日（金） 
場 所 メルパルク東京（ホール） 

 港区芝公園２－５－２０ 

ＴＥＬ０３－３４５９－５５０１ 

大阪朝日生命ホール 

 大阪市中央区高麗橋4-2-16 

 TEL０６－６２０２－３９１９ 

名古屋銀行協会（２０１号室） 

名古屋市中区丸の内2-4-2 

TEL ０５２―２３１－６３５１ 
URL http://www.mieltky.jp/hall/Hall_Map.pdf http://nttbj.itp.ne.jp/0662023919

/index.html 
http://www.astf.or.jp/soumu/ 

astf_map/ginkyou_map.html 
定 員 １，５００名 ３００名 ２００名 
交 通 JR浜松町（北口）又は（南口）徒歩８分

モノレール浜松町 徒歩８分 

都営三田線「芝公園」A４番 徒歩２分 

都営浅草線「大門」A3・A6番徒歩６分、

A4番徒歩５分 

御堂筋線「淀屋橋」１２番  

徒歩３分 
桜通線［丸 の 内］下車 ４番 徒歩６分

鶴舞線［丸 の 内］下車 １番 徒歩６分

名城線［市 役 所］下車 ４番 徒歩８分

時 間 受 付：１３：００～／ 説明会：１３：３０～１５：３０ 
費 用 出席者１名様あたり、３，０００円（請求書は、説明会終了後発送） 
概 要 １．積替規制及び仲介規制についての説明 

 ２．その他（質疑応答等） 
説明者 経済産業省貿易経済協力局  安全保障貿易審査課担当官 
申込方法 １．別添用紙に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお送り下さい。 

２．お申し込みは、先着順に受付、定員になり次第、締め切りとさせて頂きます。 

受講票は、発行いたしませんので、申込書兼用の受講票を当日受付にてご提出下さい。 

３．請求書は説明会終了後に発送いたします。 

４．キャンセルは４月６日（金）１７：００までにお知らせください。以降は、参加費をご請求申し上げます。 
主 催 日本機械輸出組合（ＪＭＣ）・・・・・・・・・・・・・・問い合わせ先 TEL 03-3431-9630 

財団法人安全保障貿易情報センター（ＣＩＳＴＥＣ）・・・問い合わせ先  TEL 03-3593-1147 

 


